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区域担当民生委員・児童委員 

区域担当民生委員・児童委員は担当区域を持ち、地域の児童、高齢者、障害者など

様々な問題について地域でのアンテナ役として、住民と行政等のパイプ役を担います。 

≪主な活動内容≫ 

● 住民の相談・支援活動 

・高齢者や障害のある方など、日頃から見守りが必要な方への声掛け、訪問活動 

を行います。 

・地域住民の相談に応じ、必要な専門機関（地域総合支援センター、明石こども
センター等）や福祉サービスの情報等を提供します。 

 

● 関係機関・団体との連携 

・行政等の依頼に基づき、担当区域内の高齢者世帯の状況調査や、状況確認書の

発行等に協力します。 

 ① ひとり暮らし高齢者台帳・避難行動要支援者台帳の訪問調査 

⇒ 年１回、３月に対象家庭を訪問し、聞き取り調査を行います。 

② 敬老見守り訪問 

⇒ 毎年９月（敬老月間）に対象者（77 歳・88 歳・100 歳）宅を訪問し、
敬老祝い金を贈呈することで、ご本人の見守り支援につなげています。 

③ 行政の補完としての担当区域内に居住する市民の状況確認（証明）事務 

 

● 地域福祉活動 

・高齢者や子育て家庭を対象にしたサロン活動などに取り組んでいます。 

・地域行事や学校行事などへ参加し、住民との交流を深めています。 
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孤立しがちな高齢者や自立と社会参加に

努めている障害者、家庭内で十分な愛情が

注がれず行き場のない子どもたちに寄り

添ってください。 

地域福祉への理解や、人との関わりが 

自分自身の成長につながると思います。 

さあ、住み慣れた地域で安心して 

暮らせるお手伝いを一緒にしましょう！ 
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◎詳細につきましては、下記担当課までご連絡ください。 

担当課：明石市福祉局福祉政策室福祉総務課 

〒673-8686 明石市中崎１丁目５番１号 

TEL：078-918-5168  FAX：078-918-5051 

メール：chiikifukushi@city.akashi.lg.jp 

 

≪会議・研修など≫ 

主任児童委員 

児童福祉関係機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する

援助、協力を行います。 

≪会議・研修など≫ 

地 区 定 例 会 

月に 1回 

※中学校区ごとに地区民生児童委員協議会を組織しています。 

※行政機関等との連絡調整、委員同士の情報交換等を行っています。 

専 門 部 会 

（児童・高年・障害） 

年に 4回程度 

※児童、高齢者、障害者に係る勉強会や施設訪問を行っています。 

※各専門部会には、１３地区民生児童委員協議会から 2名ずつ幹事を 

選出し、活動しています。 

そ の 他 

・ 新任民生委員・児童委員研修会 

・ 民生委員・児童委員フォローアップ研修会 

・ 中堅民生委員・児童委員研修会              など 

 

地 区 定 例 会 

月に 1回 

※中学校区ごとに地区民生児童委員協議会を組織しています。 

※行政機関等との連絡調整や委員同士の情報交換等を行っています。 

主任児童委員部会 
奇数月に 1回 

※児童に係る勉強会や施設訪問を行っています。 

主任児童委員自主部会 年に 4回程度 

そ の 他 

上記、区域担当民生委員・児童委員欄記載の研修ほか、 
・ 児童福祉専門部会・主任児童委員部会合同研修会 

・ 東播磨ブロック主任児童委員等連絡会議 

・ 地域児童育成環境づくりフォーラム          など 

 

≪主な活動内容≫ 

● 幼稚園、小学校、中学校や児童福祉関係機関への訪問 

● 子育て家庭への訪問 

● 児童虐待・いじめ・非行問題に関して、明石こどもセンター（児童相談所）など
の関係機関への協力 


